
                 

                      令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

                             国土交通省大阪航空局 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「高知空港警備業務

請負（令和８年度～令和１０年度）」の落札者決定に伴う契約の締結について 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下

「法」という。）に基づく民間競争入札を行った「高知空港警備業務請負（令和８年度

～令和１０年度）」については、令和８年２月２７日に開札を行い、落札者を決定し、

次のとおり契約を締結しました。 

 

1 契約の相手方の住所、名称          

高知県高知市本町４丁目２番４０号 

ALSOK高知株式会社 

代表取締役 星 宏明 

 

2 契約金額 

175,644,535円（税込） 

 

3 実施期間 

令和８年 4 月 1 日から令和１１年 3 月 31 日まで 

 

4 空港警備業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質 

（1） 作業内容 

航空機の安全運航を阻害する制限区域内等への不法侵入及び航空法第５３条で定

める禁止行為の未然防止並びに、庁舎及び庁舎敷地内の保安維持等。 

 

（2） 作業の実施に当たり確保される質 

    警備業務を通じて、空港の保安の確保に努め円滑な空港運用を可能とすること。 

① 信頼性を確保するため、本業務の不備に起因して、防護システム監視及び巡回警 

備による警戒・監視業務が停止しないこと。 

② 業務中の過失による人身事故及び物損事故を起こさないこと。 

③ 緊急事案発生時の措置として、制限区域及び庁舎内に侵入した不審者及び不

審車両に対し警備業務に定める警備措置を行うこと。 

 

5 国土交通省大阪航空局に対して報告すべき事項 

（1） 民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した警備日誌、事故事案報告書、 

月間勤務予定表および実績表を作成し、監督職員に提出する。 

① 民間事業者は国土交通省大阪航空局が指定する時間までに、前日の警備の

状況等必要事項を記入の上、監督職員に提出すること。ただし、事案・事

故報告書についてはその都度、監督職員の指示に従い、必要事項を記入の

うえ提出すること。 

② 民間事業者は、毎月の勤務終了後、速やかに月間勤務実績表を作成し提出する

こと。 

 

（2） 国土交通省大阪航空局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必



要があると認めるときは、本業務の状況に関する必要な報告を求め又は民間事業者の事

務所（業務実施場所を含む）に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件

を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

 

6 秘密を適切に取り扱うために必要な措置その他の作業の適正かつ確実な実施の確保

のために契約により民間事業者が講ずべき措置 

（1）  秘密の保持 

民間事業者は、本作業に関して国土交通省大阪航空局が開示した情報等（公知の

事実等を除く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩して

はならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が

法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他本業務に従事し

ている者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはなら

ない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合には、法第５４条により罰則

の適用がある。 

 

（2）  業務の開始及び中止 

① 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業

務を開始しなければならない。 

② 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、

予め国土交通省大阪航空局の承認を受けなければならない。 

 

（3）  金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務の実施にあたり、金品等を受け取ること又は与えることを

してはならない。 

 

（4）  宣伝行為の禁止 

① 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが

行う業務の宣伝を行ってはならない。 

② 民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第

三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。 

 

（5）  法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなけ

ればならない。 



（6）  安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、

責任者を定め関係法令に従って行わなければならない。 

 

（7）  警備員の心身の健康状態の把握 

民間事業者は、労働安全衛生法（昭和４７年法律５７条）に定められる警備員等

の健康管理に加え、警備業務に必要な措置及び日常から警備員等の心身の健康状

態を把握する措置をとること。心身に異常が認められた場合は、当該警備員を業

務に従事させない等、必要な措置を講じるとともに、それを解除する場合には、

必要な検査及び十分な期間の観察を行った後、慎重に安全を確認した上で解除す

ること。なお、配置された警備員の心身に異常があり、警備員としての資質を欠

くと国土交通省大阪航空局が判断した場合には、当該警備員を配置から外すよう

請負者に要請することができるものとする。 

 

（8）  記録•帳簿書類等 

民間事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務

を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなけれ

ばならない。 

 

（9）  権利の譲渡 

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者

に譲渡してはならない。 

 

（10）権利義務の帰属等 

① 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、

民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

② 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、予め国土交

通省大阪航空局の承認を受けなければならない。 

 

（11）引継ぎ 

① 国土交通省大阪航空局は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、令和７年度に本

業務を実施している民間事業者に指示するとともに、令和８年度から令和１

０年度まで本業務を新たに実施することとなった民間事業者に対して必要な

措置を講じて、引継ぎが完了したことを確認する。本業務を新たに実施する

こととなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにし

た書類等により、現行の民間事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。 

なお、業務引継に必要な費用は令和７年度に本業務を実施する民間事業者の 

負担とする。 

② 本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ 

国土交通省大阪航空局は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、令和８年度から

令和１０年度まで本業務を実施する民間事業者及び令和１１年度以降に本業

務を実施する民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完

了したことを確認する。本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合に

は、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類

等により、次回の民間事業者に対し、引継ぎを行うものとする。 

なお、業務引継に必要な費用は令和８年度から令和１０年度まで本業務を実

施する民間事業者の負担とする。 



（12） 再委託の取扱い 

① 民間事業者は、本業務の実施に当たりその全部を一括して再委託してはなら

ない。 

② 民間事業者は、本業務の実施に当たりその一部について再委託を行う場合は、原

則としてあらかじめ技術提案書において、再委託に関する事項（再委託先の

住所•名称•再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及

び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）につ

いて記載しなければならない。 

③ 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再

委託に関する事項を明らかにしたうえで国土交通省大阪航空局の承諾を受けな

ければならない。 

④ 民間事業者は、上記②及び③により再委託を行う場合には再委託先から必要な 

報告を徴収しなければならない。 

⑤ 再委託先は、上記の秘密の保持等、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、

国土交通省大阪航空局との契約によらない自らの業務の禁止については、民

間事業者と同様の義務を負うものとする。 

 

（13）契約内容の変更 

国土交通省大阪航空局及び民間事業者は、本業務の更なる質の向上の推進又はや

むを得ない事由等により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変

更の理由を提出し、それぞれ相手方の承認を受けなければならない。 

 

（14）設備更新等の際における民間事業者への措置 

国土交通省大阪航空局は、令和８年度から令和１０年度に予定されている庁舎移

転及び空港整備により、業務量に変更がある場合、民間事業者にその旨を通知す

るとともに、民間事業者と協議の上、契約を変更することができる。 

 

（15）契約解除 

国土交通省大阪航空局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を

解除することができる。 

① 虚偽その他不正の行為により落札者となったとき 

② 法第１０条の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満

たさなくなったとき 

③ 本契約に従って本業務を実施できなかったとき又はこれを実施することがで

きないことが明らかになったとき 

④ 上記③に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な

違反があったとき 

⑤ 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚

偽の答弁をしたとき 

⑥ 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき 

⑦ 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して

本業務の実施に関して知り得た秘密を漏洩又は盗用したとき 

⑧ 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになった

とき 

⑨ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが



明らかになったとき 

（16）契約解除時の取扱い 

① 上記（１５）に該当し、契約を解除した場合には国土交通省大阪航空局は民

間事業者に対し、当該解除の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施

した期間にかかる請負費を支払う。 

② この場合民間事業者は、契約金額の１０分の１に相当する金額を違約金とし

て国土交通省大阪航空局の指定する期間内に納付しなければならない。 

③ 国土交通省大阪航空局は、民間事業者が前項の規定による金額を国土交通省

大阪航空局の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日か

ら起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で

計算した金額を遅滞金として納付させることができる。 

④ 国土交通省大阪航空局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠

償の請求をすることができる。 

 

（17）契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と国土交通

省大阪航空局が協議するものとする。 

 

（18）談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い 

① 民間事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は

国土交通省大阪航空局の請求に基づき、契約額（本契約締結後、契約額の変

更があった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金

として国土交通省大阪航空局の指定する期間内に支払わなければならない。 

(ア) 本契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 

律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に 

違反し又は民間事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１ 

項第１号の規定に違反したことにより公正取引委員会が民間事業者に対し、独 

占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含 

む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、 

当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第 

２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(イ) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命 

令（次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約 

に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実 

行としての事業活動があったとされたとき。 

(ウ) 納付命令又は排除措置命令により、民間事業者に独占禁止法第３条又は第８条 

第１項第1 号の規定に違反する行為があったされた期間及び当該違反する行為 

の対象になった取引分野が示された場合において、本契約が当該機関（これら 

の命令に係る事件について、公正取引委員会が民間事業者に対し納付命令を行 

い、これが確定したときは当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当 

該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行わ 

れたものでありかつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(エ) 本契約に関し、民間事業者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。） 

の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１ 

項第１号若しくは同項第２号若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確 

定したとき。 



② 民間事業者は上記①の規定による金額を国土交通省大阪航空局の指定する期

日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった

日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で計算した金額を延滞金として

支払わなければならない。 

 

7 契約により民間事業者が負うべき責任 

本契約を履行するにあたり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従

事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を

加えた場合には、次に定めるところによる。 

① 国土交通省大阪航空局が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対

する賠償を行ったときは、国土交通省大阪航空局は当該公共サービス実施民

間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生につい

て国土交通省大阪航空局の責めに帰すべき理由が存ずる場合は、国土交通省

大阪航空局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る）について

求償することができる。 

② 当該公共サービス実施民間事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９

条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発

生について国土交通省大阪航空局の責めに帰すべき理由が存するときは、当

該民間事業者は国土交通省大阪航空局に対し、当該第三者に支払った損害賠

償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償するこ

とができる。 

 

8 その他の実施に関する必要事項

会計検査について 

民間事業者は、公共サービスの内容が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２

２条に該当するとき、又は同法第２３条第１項第７号に規定する「事務若しくは業

務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及び第

２６条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省

を通じて、資料•報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

9 民間事業者の業務の実施体制及び実施方法の概要 

本業務の実施にあたっては、業務時間中、警備員を空港に常駐させ、年間を通じて

航空機の安全運航を阻害する制限区域内等への不法侵入及び航空法第５３条で定め

る禁止行為の未然防止並びに、庁舎及び庁舎敷地内の保安維持等を行う。 


